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新年度挨拶 所長挨拶

平素より家畜保健衛生所業務の推進に御理解御協力をいただき心よりお礼申し上げます。
南部家畜保健衛生所長の江森です。昨年度に引き続きよろしくお願いいたします。
さて、今シーズンの高病原性鳥インフルエンザは、令和7年10月に北海道の採卵鶏農場で

国内1例目が確認されて以来、15道府県23事例の発生を認め、約552万羽が防疫措置の対象と
なっております。本県でも2事例の発生を認め、約18.8万羽が防疫措置の対象となりました。
渡り鳥が北帰行する５月の連休まで、本病の発生リスクが高い状況が続きますので、引き続
き飼養家きんの異状の早期発見と早期通報をお願いいたします。
豚熱については、昨年度は本県での発生はなかったものの、隣接県では野生イノシシの感

染が確認されており、依然として予断を許さない状況です。ワクチンの的確な接種と初乳の
十分な給与、飼養衛生管理基準の遵守といった複合的な対策と、万一農場で発生した場合に
備えて埋却地やレンダリング装置設置場所の確保をお願いいたします。なお、豚熱発生時の
殺処分の対象範囲を縮小する法令改正が予定されていますので、決まり次第、家畜衛生だよ
り等でお知らせさせていただきます。
牛の家畜伝染病については、ヨーネ病が依然として全国的に発生しております。本年度は

館山市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市の該当地区でヨーネ病定期検査を実施いたしますの
で、御協力をお願いいたします。その他、牛ウイルス性下痢や牛伝染性リンパ腫の検査等に
ついても適宜実施して参ります。
当所からは、家畜伝染病の発生予防を目的に、飼養衛生管理基準各項目の遵守状況等の把

握のため、農場への訪問や電話連絡をさせていただくことがあります。御多忙とは存じます
が、御協力をお願いいたします。
これからも、夷隅・安房・君津地域の畜産を家畜衛生の分野から支えて参る所存ですので、

何卒よろしくお願い申し上げます。
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日付 発生農場 症状

2月1日 約970頭飼養の繁殖農場 20頭の水様性下痢

3月14日 約2,000頭飼養の肥育農場

県内PED発生状況

今般、外国人技能実習生を含む外国人の入国制限が緩和されることを踏まえ、改めて、
母国を含めた海外から肉製品が郵送されることのないようご注意ください。

外国人技能実習生を受け入れている農場へ

車両・物や畜舎周辺の消毒、長靴や衣服
の交換・消毒による衛生管理区域への病
原体
の持込防止の徹底、毎日の健康観察、

野生動物の侵入防止等、飼養衛生管理基
準の遵守
の再徹底。特に、離乳豚舎における衛

生管理の徹底。

令和6年度定期報告書未提出の方へ

定期報告書の提出をお願いします！
家畜を飼養している方は、毎年、農場ごとに、2月1日時点の家畜の飼養頭羽数、

飼養衛生管理状況を、県に報告することが義務づけられています。
まだ定期報告書の提出がお済みでない方は、お手数ですが以下の提出期限まで

に、ご提出をお願い致します。

【提出期限】
牛、水牛、馬、鹿、羊、山羊、豚、いのしし ４月１５日まで

外国人技能実習生を受け入れている農場へ

３月１７日に山口県岩国市、２１日に広島県大竹市で、豚熱
に感染した野生いのししが確認されたことにより、島根県、広島県、山口県が新た
に豚熱ワクチン接種地域に追加されました。現在、北海道、九州（７県）を除く３
９都府県が豚熱ワクチン接種地域に指定されています。（令和４年３月２４日時
点）

豚熱ワクチン接種推奨地域について

外国人技能実習生を含む外国人の入国が増えてきています。
改めて母国を含めた海外から肉製品が郵送されることのないようご注意
ください。

千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX  04-7092-1434
※急性悪性家畜伝染病（豚熱等）の早期対応のため、疑わしい症状があれば速やかに連絡してください。
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください。

令和７年３月３１日に県内初の豚熱の患畜が確認されました。
引き続き、飼養衛生管理の徹底をお願いします！

１．海外渡航の自粛！畜産物の持ち込み禁止！

海外からの肉製品等の持ち込みも禁止されています。罰則事例も出ています。

２．農場へ部外者を入れない！野生動物の侵入防止！

看板等を設置し、農場に部外者が立ち入らないようにしましょう。防護柵や畜舎

壁等を点検し、破損があれば改善しましょう。

３．立入者の衣服交換！手指消毒！車両消毒！

衛生管理区域に入る人は専用衣服と長靴を着用し、手指の消毒を徹底しましょう。

物を持ち込む場合は当該物品も消毒しましょう。また、車両消毒も徹底しましょう。

４．毎日の健康観察！早期発見及び早期通報！

異常を認めたら、直ちに当所に通報してください！

令和８年度定期報告書未提出の方へ

定期報告書の提出をお願いします！
家畜を飼養している方は、毎年、農場ごとに、2月1日時点の

家畜の飼養頭羽数、飼養衛生管理状況を、県に報告することが
義務づけられています。
まだ定期報告書の提出がお済みでない方は、お手数ですが以下

の提出期限までに、ご提出をお願い致します。

※報告書を紛失された場合や、ご不明な点がある場合は当所まで
ご連絡ください。

【提出期限】４月１５日まで
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